
臨港道路東扇島水江町線の高架下用地等の有効活用
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●臨港道路東扇島水江町線整備事業の概要
臨港道路東扇島水江町線は、京浜運河を挟む東扇島地区と水江町地区を橋梁で結ぶものである。
本事業は、物流機能の強化及び防災機能の強化を目的としており、交通渋滞の緩和や、隣接する

企業等の雇用の増加等も期待されている。

3１．事業の背景

●事業の目的
水江町線の「高架下用地」と、隣接する

「港湾緑地」の一体的な管理・運営により、
利用者向けサービスレベルを充実し、新た
な賑わい創出による川崎港の魅力向上を
目指す。

●方針
高架下用地と港湾緑地を一体化して、親

水空間や緑地の整備を進めていくと共に、
川崎港と市民の関わりを醸成し、集客力を
向上させる施設の整備をし、空間活用を
行っていく。
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4１．事業の背景

●周辺施設の状況
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5２-１ 対象地の概要

・周辺も工業専用地域であり、工場等の企業立地多数

・緑地に隣接して水江町線のエレベーター等を整備予定

・公共交通アクセス…KAWASAKI BRT 「水江町」より徒歩3分

２．水江町緑地・高架下の説明

水江町高架下用地
約9,600㎡

EV

約15ｍ

約770ｍ

約18ｍ

工業専用地域※用途地域

200% / 60%容積率/建蔽率

水江町緑地－緑地
高架下－南側4000㎡ほどは緑地

残りは交通機能用地
港湾計画

水江町緑地からの眺望

※建てられる施設は臨港地区（工業港区）による
約390ｍ

港湾緑地

高架下用地

水江町緑地
約6,700㎡

桁下までの高さ
最大40ｍ以上
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6２-２ 敷地の諸条件や管理体制について
２．水江町緑地・高架下の説明

所有：川崎市→国
管理：川崎市

所有、管理
：川崎市

●想定される運営スキーム（組み合わせも可）

【みなと緑地PPP（港湾環境整備計画制度）】
・収益施設を整備し収益の一部を公共還元する事業者に対して、行政財産（港湾緑

地）の貸付を行う制度

【指定管理者制度】
・公の施設の維持管理運営を指定管理者に行わせることができる制度

※国有地でも公の施設の位置付けにより導入可能

【市の直営管理】
・整備する施設の管理を東扇島西公園等、他の港湾緑地と同様に市が直接実施。一部

施設については、行政財産の使用許可や目的外使用許可を行う。

EV

臨海部…運河を大型船が通行するため、
海へ入る使い方は難しい

各用地…側道から横断歩道を使ってアクセスする必要がある



東扇島①

7３-１ 対象地の概要
３．東扇島緑道・高架下の説明

工業専用地域※用途地域

200% / 40%容積率/建蔽率

緑地港湾計画

東扇島緑地 約2,800㎡

東扇島高架下用地 約12,700㎡

約550ｍ

約50ｍ

※建てられる施設は臨港地区（工業港区）による

約350ｍ

東扇島②
面積：約2,400㎡

用途地域：商業地域※
容積率/建蔽率：400％/80％
港湾計画：交通機能用地

堀込部
現在埋立中の堀込
部では、港湾計画
において交通拠点
が計画されている
ことから、アクセス
の向上が見込まれ
る

東扇島位置図

約10ｍ

桁下までの高さ
最大40ｍ以上
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8３-２ 敷地の所有・管理体制について
３．東扇島緑道・高架下の説明

所有：国
管理：川崎市

所有、管理
：川崎市

エレベーターから国道357号線へ接
続する歩行者動線を確保する必要が
ある

EV

トラック待機場としての整備を想定

●想定される運営スキーム（組み合わせも可）

【みなと緑地PPP（港湾環境整備計画制度）】
・収益施設を整備し収益の一部を公共還元する事業者に対して、行政財産（港湾緑

地）の貸付を行う制度

【指定管理者制度】
・公の施設の維持管理運営を指定管理者に行わせることができる制度

※国有地でも公の施設の位置付けにより導入可能

【市の直営管理】
・整備する施設の管理を東扇島西公園等、他の港湾緑地と同様に市が直接実施。一部

施設については、行政財産の使用許可や目的外使用許可を行う。

橋梁管理用
スペース
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道
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号
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9４-１．PPPプラットフォーム意見交換会 前回実施結果概要
４．対象地の整備イメージ・コンセプトについて

令和６年７月２９日（月）、７月３０日（火）実施日
全７社参加事業者
個別対話実施形式

主なご意見
〇イベントでの集客は可能
〇スポーツ施設（バスケ、フットサル、テニス等）
〇休憩施設
〇コンビニ
など

ポテンシャル
（活用案）

〇短期の運営では収益確保が難しい
〇交通アクセスが悪く、人が来る目的が必要
〇行政による施設整備（負担減）
など

課題・要望

いただいたご意見・周辺の状況を踏まえ
対象地の整備イメージ・コンセプトを案を作成



10４-２．対象地の整備イメージ・コンセプト
本図は対象地の大まかな整備方針を検討したものであり、導入機能を制限するものではありません。
意見交換会にあたっては広く導入機能のアイデアをご提案いただければと思います。

４．対象地の整備イメージ・コンセプトについて



令和１０年度～令和９年度令和８年度令和７年度

緑地空間供用

11５．概略スケジュール（案）

導入可能性調査

公募資料作成

公募開始
・

事業者決定

施
設
供
用

民間活
用施設
設計・
工事

令和１０年の臨港道路東扇島水江町線の供用
開始後に、高架下空間を一部供用開始予定

事業者
ヒアリング

※水江町側の公募手続きは
令和１０年度以降を予定

※上記スケジュールは現時点
（R7.10月）での案となります

東扇島側スケジュール（案）



12６．ポテンシャルに関するデータ

●従業者数・事業所数の推移

（件）（人）
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平成24年～令和3年の9年間で、従業者数と
事業所数はともに増加

＜令和3年度の従業者数/事業所数＞
東扇島：11,017人/380件
水江町： 3,732人/92件

※経済センサスより

●これまで実施されたイベント

川崎みなと祭り

港のまちかわさきで学んで感じて、
魅力発見！イベント



13６-１ 水江町緑地+高架下のポテンシャル
６．ポテンシャルに関するデータ

●川崎港の眺望

水江町線歩道部からの眺望

水江町緑地からの眺望

●釣りに関するポテンシャル

水江町緑地の一部区域（候補）で
は、釣りが可能な場所とすること
を想定

水江町緑地・高架下用地

東扇島西公園の釣り利用のようす



14６-２ 東扇島緑道+高架下のポテンシャル
６．ポテンシャルに関するデータ

●トラック待機場の利用状況
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合計駐車台数（令和７年度）
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集計対象地

東扇島に待機場は2箇所

東扇島
●川崎市街地からのアクセス性の向上

川崎駅

川崎港コンテナターミナル

川崎駅から東扇島までの所要時間が短縮さ
れるほか、混雑緩和によるアクセス性の向上
が見込まれる

30分

19分



15７．意見交換をしたい事項

内容項目No.

・立地、交通、周辺の立地施設等の状況を踏まえた、
施設導入のポテンシャル

・緑地の活用アイデアについて

当該地区のポテンシャル
1

・この場所であれば事業者として参画の可能性がある
か

・どういったスキームであれば参画できるか（公設民
営または民設民営、個別施設または区域一体等）

事業参画の可能性

2

・提示した整備イメージ・コンセプトについて
・敷地状況について、事業者目線での留意事項

構想に対する意見
3

・市の負担の範囲（整備費補助、周辺整備、基盤整備
等）、駐車場の必要規模、社会実験の必要性等

事業を進めるにあたって必要
なこと

4

・参画条件を検討いただくにあたって、市からの提供
が求められる資料等

参入可否について、判断材料
となるものは何か

5

・他にヒアリングを行うと良いと考えられる事業者や
御社との連携が考えられる事業者

その他
6



16【補足資料】臨港地区の用途制限



17【補足資料】周辺の企業立地－水江町

●川崎臨海部地区カルテ（水江町）



18【補足資料】周辺の企業立地－東扇島

●川崎臨海部地区カルテ（東扇島）



19【補足資料】臨港道路東扇島水江町線整備事業の概要

１ 事業目的

臨港道路東扇島水江町線は、川崎港港湾計画に臨港交通施設として位置づけられており、京浜運
河を挟む東扇島地区と水江町地区を橋梁で結ぶものです。

本事業は、臨海部ネットワークの充実による物流機能の強化及び内陸部と基幹的広域防災拠点とを
結ぶ緊急物資輸送道路のリダンダンシー確保等による防災機能の強化を目的としています。

また、臨海部の自動車交通渋滞の緩和、朝夕の交通混雑の緩和により、通勤の利便性が向上し、東
扇島に立地している企業等の雇用の増加や業務の拡大も期待されています。

２ 事業概要

○整備箇所 ： 川崎港 東扇島～水江町

○整備施設 ： 臨港道路 延長３．０ｋｍ

○事業期間 ： 平成２１年度～令和９年度

（本線、OFFランプ）～

令和１２年度（ONランプ）

○総事業費 ： １，９５０億円

○事業主体 ： 国土交通省 関東地方整備局

○道路規格 ： 第４種第１級 往復４車線
３ 事業進捗状況

○事業箇所 周辺図
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総合物流拠点地区


